
高岡市優良建築物等整備事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、高岡駅周辺地区における市街地の環境の整備改善、良好な市街地住宅の供

給等を図るため、優良建築物等整備事業制度要綱（平成６年６月23日付建設省住街発第63号。

以下「国要綱」という。）の規定に基づき、同地区において国要綱第２、三、イ又はロに掲げ

る事業（以下「高岡市優良建築物等整備事業」という。）を行う者に対する補助金交付に関し、

高岡市補助金等交付規則（平成17年高岡市規則第32号）に定めるもののほか、必要な事項を定

めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の定義は、国要綱及び市街地再開発事業等補助要領（昭

和62年５月20日付建設省住街発第47号。以下「国要領」という。）で使用する用語の例による。 

（施行区域） 

第３条 高岡市優良建築物等整備事業の施行区域は、別途定める区域（別図１）とする。 

（補助対象） 

第４条 高岡市優良建築物等整備事業における補助対象となる事業費は、国要領第３、３、一、

イに掲げる優良建築物等整備事業に係る調査設計計画、土地整備及び共同施設整備に係る費用

とする。 

２ 前項に規定する補助対象となる事業費の区分については、別表１の定めるところによる。 

（建築物及びその敷地の基準） 

第５条 高岡市優良建築物等整備事業に係る建築物及びその敷地は、国要綱第４に定めるものの

ほか次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 

 （１）次に掲げる要件を満たす空地を設けること。 

   ア 総合設計制度（建築基準法（昭和25年法律第201号）第59条の２に規定する敷地内に広

い空地を有する建築物の容積率等の特例をいう。）に基づく公開空地又はこれに準ずる

空地であること。 

   イ 一般の通行又は利用に配慮した、周辺環境の向上に寄与する空地であること。 

（２）日本住宅性能基準（高齢者等配慮対策等級９－１、９－２）等級２に適合していること。 

（３）建築物を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第

２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに

類すると認められる事業の用途に供さないものであること。 

（補助金の交付） 

第６条 市長は、高岡市優良建築物等整備事業を行う者に対して、予算の範囲内で、第４条第１

項に規定する費用の３分の２以内を補助金として交付することができる。 

（補助対象事業費の算出方法） 

第７条 第４条第１項に規定する補助の対象となる事業費の算出方法については、国要領第５、

３に定める経費、または高岡市が別に定める補助対象事業費（別紙１）のいずれか少ない額（た

だし、消費税相当額は除く。）とする。 



２ 前項に規定する補助対象の範囲は、住宅局所管事業関連共同施設整備等補助要領等細目（平

成12年３月24日付建設省住備発第42号、建設省住整発第27号、建設省住防発第19号、建設省住

街発第29号、建設省住市発第12号）に規定するところによる。 

（事前協議） 

第８条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、あらかじめ、市長に

高岡市優良建築物等整備事業計画書（様式第１号）を提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により提出された計画について適当と認めるときは、申請者に対して高

岡市優良建築物等整備事業計画承認（不承認）通知書（様式第２号）により通知するものとす

る。 

３ 申請者は、申請した事業計画内容を変更しようとする場合は、高岡市優良建築物等整備事業

変更計画書（様式第３号）を提出し、市長の承認を得なければならない。 

４ 市長は、前項の規定により提出された変更計画書の内容を審査し、事業計画変更の適否を高

岡市優良建築物等整備事業変更計画承認（不承認）通知書（様式第４号）により申請者に通知

するものとする。 

５ 次に掲げる者は、事業計画を提出することができない。 

 （１）市町村税を滞納している者 

 （２）高岡市暮らし・にぎわい再生事業補助金の交付を受けている、又は受ける予定の者 

 （３）建築基準法、都市計画法その他本市のまちづくりに関する条例等の規定により受けた必

要な措置を講ずるための指導又は勧告に従っていない者で、当該指導又は勧告に従わないこ

とに正当な理由がないと市長が認める者 

 （４）前各号に掲げる者のほか、補助金の交付をすることが不適当であると市長が認める者 

（補助金交付申請） 

第９条 事業計画の承認を受けた申請者は、補助金の交付を受けるときは、高岡市優良建築物等

整備事業補助金交付申請書（様式第５号）を事業開始前に毎年度市長に提出しなければならな

い。 

２ 市長は、前項の規定により提出された申請書の内容を審査し、補助金交付の適否を高岡市優

良建築物等整備事業補助金交付（不交付）決定通知書（様式第６号）により申請者に通知する

ものとする。 

３ 市長は、前項の決定に際し、補助金の交付の目的を達成するために、必要な条件を付するこ

とができる。 

（補助金交付決定変更申請） 

第10条 補助金の交付決定を受けた申請者（以下「補助事業者」という。）は、補助対象事業の

内容を変更しようとする場合は、高岡市優良建築物等整備事業補助金交付決定変更申請書（様

式第７号）を提出し、市長の承認を得なければならない。 

２ 市長は、前項の規定により提出された申請書の内容を審査し、補助金交付決定変更の適否を

高岡市優良建築物等整備事業補助金交付決定変更承認（不承認）通知書（様式第８号）により

補助事業者に通知するものとする。 

（事業の中止又は廃止の承認申請） 



第11条 補助事業者は、補助対象事業を中止又は廃止しようとするときは、高岡市優良建築物等

整備事業中止・廃止承認申請書（様式第９号）を提出し、市長の承認を得なければならない。 

２ 市長は、前項の規定により提出された申請書の内容を審査し、補助事業の中止又は廃止の適

否を高岡市優良建築物等整備事業中止・廃止承認（不承認）通知書（様式第10号）により補助

事業者に通知するものとする。 

（実績報告書） 

第12条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、次に掲げる日のいずれか早い日までに、

高岡市優良建築物等整備事業完了（又は中止・廃止）実績報告書（様式第11号）を市長に提出

しなければならない。第11条の規定により事業を中止又は廃止した場合も同様とする。 

（１）補助事業完了の日から起算して１箇月を経過した日 

（２）補助事業完了の日の属する会計年度の３月31日 

（その他、報告及び指示） 

第13条 補助事業者は、次の各号に掲げる場合においては、市長に報告し、その指示を受けなけ

ればならない。 

（１）補助対象事業が翌年度にわたる場合 

 高岡市優良建築物等整備事業年度終了実績報告書（様式第12号） 

（２）補助対象事業の完了予定日を延期する必要性が生じた場合 

 高岡市優良建築物等整備事業完了期日延期報告書（様式第13号） 

２ 前項の報告に基づき、市長が必要な指示を与えた場合には、補助事業者は直ちにその指示に

従わなければならない。 

（補助金額の確定） 

第14条 市長は、第12条又は前条第１項第１号の規定による実績報告を受けたときは、その内容

を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交

付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確

定し、高岡市優良建築物等整備事業補助金額確定通知書（様式第14号）により補助事業者に通

知するものとする。 

（補助金の経理） 

第15条 補助事業者は、補助金の経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象事業完了後10年間

関係書類とともに整理し、保管しなければならない。 

２ 補助事業者は、市長が必要と認めるときは前項の帳簿及び関係書類を提示しなければならな

い。 

（維持管理義務） 

第16条 補助事業者は、補助対象事業完了後において補助対象建築物等が高岡市優良建築物等整

備事業としての要件を損なわないよう自ら適正に維持管理し、又は当該建築物等の権利者若し

くは管理者に適正に維持管理させなければならない。 

２ 市長は、補助対象事業完了後において、補助の目的を達成するため必要があるときは、補助

対象事業に係る建築物等について調査し、又は補助事業者に対して調査、報告、若しくは改善

を求めることができる。 



（委任） 

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和元年９月２日から施行する。 

 （要綱の失効） 

２ この要綱は、国の優良建築物等整備事業制度による補助金、又は富山県の市街地再開発事業

等補助金の交付が終了した場合は、その効力を失う。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年１月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 



別図１（第３条関係） 

 

紙１（第７条関係） 

 

高岡市が定める補助対象事業費は以下の通りとする。 

 

（２７，５００千円＋１，０００千円×住宅整備戸数）/床面積Ａ 

＝Ⓐ（円/㎡、千円未満切捨て） 

 

Ⓐ×床面積Ｂ×６＝補助対象事業費の上限額 

 

床面積Ａ…住宅に係る延床面積のうち駐車場の面積を除いたもの。 

床面積Ｂ…住宅に係る延床面積 

※床面積は、建築確認申請（建築確認変更申請）の確認済証が交付された際の面積とする。 

 また、床面積は小数点以下を切捨てて算定するものとする。 

 

 

ソラエ高岡 

高岡駅 

ウイング・ 

ウイング高岡 

ホテル 

ニューオータニ 

高岡 

御旅屋セリオ 

市営中央駐車場 



別紙１（第７条関係） 

 

高岡市が定める補助対象事業費は以下の通りとする。 

 

（２７，５００千円＋１，０００千円×住宅整備戸数）/床面積Ａ 

＝Ⓐ（円/㎡、千円未満切捨て） 

 

Ⓐ×床面積Ｂ×６＝補助対象事業費の上限額 

 

床面積Ａ…住宅に係る延床面積のうち駐車場の面積を除いたもの。 

床面積Ｂ…住宅に係る延床面積 

※床面積は、建築確認申請（建築確認変更申請）の確認済証が交付された際の面積とする。 

 また、床面積は小数点以下を切捨てて算定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１（第４条関係） 

区  分 

優良再開発型 

共同化・市街地環境形成タイプ 

一般型プロジェクト 

住宅型 

地域活性化 

防災活動拠点型 

プロジェクト 

１ 調査設計計画費 ○ ○ 

２ 土地整備費 

 ①既存建築物除却費 

 ②補償費等 

 

○ 

△ 

 

○ 

○ 

３ 共同施設整備費（注５） 

 ①空地等整備費（注１） 

 ②供給処理施設整備費 

 ③その他 

 1)共用通行部分整備費 

 2)防災関連施設整備費 

 3)防音・防震等工事費（注２） 

 4)社会福祉施設等との一体的整備費 

 5)立体的遊歩道及び人工地盤施設整備費 

 6)公共用通路整備費 

 7)駐車場整備費 

 8)機械室（電気室を含む）整備費 

 9)集会所及び管理事務所整備費 

 10)高齢者等生活支援施設整備費 

 11)子育て支援施設整備費 

 12)電波障害防除設備設置費 

 

○ 

─ 

 

─ 

○ 

○ 

▽ 

○ 

□ 

○（注３、４） 

─ 

─ 

─ 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

▽ 

○ 

□ 

○（注４） 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

   △：公開空地、公共用通路・地区施設等の部分に係るものに限る 

   □：市街地環境形成タイプで公共用通路等の整備を伴うものに限る 

   ▽：住宅型プロジェクトで社会福祉施設等の床面積の合計が建築物の延べ面積の1/10以上のもの等 

 

注１ 空地等とは通路、駐車施設、児童遊園、緑地及び広場をいう。 

注２ 住宅・工場等一体型の場合とする。 

注３ 当該費用に１／４を乗じて得た額とする。 

注４ 高岡市建築物における駐車施設に関する条例による付置義務台数を上限とする。 

注５ 共同施設整備に要する費用は、原則として次に掲げるａ及びｂを合計した額とする 

 ａ 包括積算施設の整備に要する費用 

   共同施設整備のうち別表２に掲げる施設の整備に要する費用。主体工事、付帯工事及び外構工事に

要する費用（別表３に掲げる施設の整備に要する費用を除く。）に、階数の区分に応じ、それぞれ別

表４に掲げる数値を乗じて得た額とする。 



 ｂ 個別積算施設の整備に要する費用 

   共同施設整備のうち別表３に掲げる施設の整備に要する費用 

別表２ 

空地等、供給処理施設、機械室（電気室を含む。）、共用通行部分、集会所及び管理事務所、電波障

害防除設備、避難設備、消火設備及び警報設備、監視装置 

別表３ 

立体的遊歩道及び人工地盤施設、駐車場、高齢者等生活支援施設、子育て支援施設、公共用通路、防

災性能強化工事、防災関連施設、防音・防震等工事 

 別表４ 

階数 

主体工事等に要する費用に乗じる数値 

優良再開発型共同化タイプ

の場合 

優良再開発型市街地環境形

成タイプの場合 
左記以外の場合 

３～５階 

0.17＋ｋ2 

（ただし、階段室型住棟に

あっては 

0.12＋ｋ2） 

0.17＋ｋ1＋ｋ2※ 

（ただし、階段室型住棟に

あっては 

0.12＋ｋ1＋ｋ2※） 

0.17 

（ただし、階段室型住棟に

あっては0.12） 

６～13階 0.19＋ｋ2 0.19＋ｋ1＋ｋ2※ 0.19 

14階以上 0.2＋ｋ2 0.2＋ｋ1＋ｋ2※ 0.2 

  ※ｋ1＋ｋ2が0.05を超える場合は0.05とし、-0.05を下回る場合は-0.05とする。 

 

  ｋ1：次の式により算出した数値。ただし、ｋ1が0.05を超える場合は0.05とする。 

 

    ｋ1＝（                      －1）÷10 

 

   ａ～ｅ ： 公開空地（歩行者が日常自由に通行・利用できる空地（公開空地に準ずる有効な空地を 

   含む。））のうち、それぞれ以下のものの面積 

     ａ ： 歩道状公開空地（幅が４ｍ以内の部分に限る。）のうち、歩道と併せて６ｍ以上の幅員 

   を確保するもの 

     ｂ ： ａ以外の歩道状公開空地（幅が４ｍ以内の部分に限る。） 

     ｃ ： 面積500㎡以上で幅員６ｍ以上の道路に接する空地 

     ｄ ： 面積300㎡以上500㎡未満で幅員６ｍ以上の道路に接する空地 

     ｅ ： ａ～ｄ以外の公開空地 

     ｆ ： 公開空地以外の空地の面積 

 

  ｋ2：次の式により算出した数値。ただし、ｋ2が0.05を超える場合は0.05とする。 

    ｋ2＝（従前の非耐火建築物等の建築面積割合）－0.3）÷6 

    非耐火建築物等 ： 非耐火建築物、旧耐震建築物、住宅市街地総合整備事業制度要綱（平成16年４ 

  月１日付け国住市発第350号）第２第十三号に規定する老朽建築物等 

2.5ａ＋1.5ｂ＋1.2ｃ＋1.1ｄ＋ｅ＋0.5ｆ 

ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ＋ｅ＋ｆ 



様式第１号（第８条関係） 

 

年  月  日 

 

高岡市長 あて 

住所 

申請者 名称 

代表者 

 

 

 

高岡市優良建築物等整備事業計画書 

 

 

高岡市優良建築物等整備事業の適用を受けたいので、高岡市優良建築物等整備事業補助

金交付要綱第８条の規定に基づき、下記の関係書類を提出します。 

 

記 

１  計画地概要 

２  土地利用調書 

３  建築物等整備計画 

４  権利関係調書（字図、土地建物の登記簿謄本添付） 

５  資金計画 

６  全体工程表 

７  計画図面（位置図1／25,000以上、区域図1／2,500以上、平面図、断面図、 

立面図等） 

８  現況写真 

９  事業地区内全地権者の当該事業に対する同意書等 

１０ 会則、会員名簿(民間会社は会社概要、定款)等 

１１ その他市長が必要と認めるもの 



１ 計画地の概要 

所 在 地  

地区面積 ㎡ 敷地面積 ㎡ 道路面積 ㎡ 

用途地域  指定容積率 ％ 指定建蔽率 ％ 

その他の地域地区 
 

接道状況 
 

都市計画事業等の

有無又は予定 

 

地
区
の
概
要 

地区周辺の

土地利用状

況 

 

地区の現況 

立地条件 

その他 

 

地権者数 

種類 所有権者 地上権者 賃借権者 
その他 

（   ） 
計 うち転出者 

(人)       

従 前 

敷地数 

用途 
200㎡未満又は 

不整形な敷地 
その他の敷地 敷地以外の土地 計 

敷地数     

摘 要 

 



２ 土地利用現況 

地区面積 ㎡ 100.0％ 建築面積合計 ㎡ 

敷地面積 ㎡ ％ 延床面積合計 ㎡ 

公
共
用
地 

道 路 ㎡ ％ 建 蔽 率 ％ 

そ の 他 ㎡ ％ 容 積 率 ％ 

計 ㎡ ％ 空 地 率 ％ 

区  分 戸 数 建築面積 割 合 延床面積 割 合 

構
造
別 

耐火構造  ㎡ ％ ㎡ ％ 

簡易耐火構造  ㎡ ％ ㎡ ％ 

木造等  ㎡ ％ ㎡ ％ 

計  ㎡ 100.0％ ㎡ 100.0％ 

用
途
別 

住 宅  ㎡ ％ ㎡ ％ 

店 舗  ㎡ ％ ㎡ ％ 

事務所  ㎡ ％ ㎡ ％ 

  ㎡ ％ ㎡ ％ 

計  ㎡ 100.0％ ㎡ 100.0％ 

建
築
時
期
別
摘
要 

年以前  ㎡ ％ ㎡ ％ 

～  ㎡ ％ ㎡ ％ 

～  ㎡ ％ ㎡ ％ 

～  ㎡ ％ ㎡ ％ 

年以降  ㎡ ％ ㎡ ％ 

計  ㎡ 100.0％ ㎡ 100.0％ 

(周辺地区の状況等) 



３ 建築物等の整備計画 

地区面積 ㎡ 建築面積 ㎡ 

敷地面積 ㎡ 延床面積 ㎡ 

公
共
用
地 

道 路 ㎡ 構造・階数 ％ 

その他 ㎡ 建蔽率 ％ 

計 ㎡ 容積率 ％ 

空地面積 ㎡ 空地率 ％ 

公開空地面積 ㎡ 公開空地率 ％ 

用
途
別
面
積 

用 途 延床面積 割 合 

住
宅
計
画 

主要形態 戸 数 延専有床面積 

住 宅 ㎡ ％  戸 ㎡ 

店 舗 ㎡ ％  戸 ㎡ 

事務所 ㎡ ％  戸 ㎡ 

 ㎡ ％  戸 ㎡ 

 ㎡ ％  戸 ㎡ 

 ㎡ ％  戸 ㎡ 

合 計 ㎡ 100.0％ 合 計 戸 ㎡ 

住宅総数 戸 ㎡ 賃貸住宅 戸 ㎡ 

権利者住宅 戸 ㎡ 分譲住宅 戸 ㎡ 

住戸の最小規模 戸 ㎡ 住戸の最大規模 戸 ㎡ 

駐車台数 台 附置義務台数 台 

駐輪台数 台 附置義務台数 台 

公的融資機関（予定）  

摘 要 

(整備目標) 



４ 権利関係 

 (1)権利形態 

計画前 計画後 

  

摘 要 

 

（注）権利形態の移動状況をモデル図式に表すこと。 



 (2)権利者調書 

氏名 住所 
権利の 

種 類 

所在 

地番 
地籍 ㎡ 

所有建築 

の有無 
備 考 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

（注）事業のため、事前に譲渡が行われた場合はその旨を明記すること。 

 

 (3)関係者 

ディベロッパー 有・無 

住 所  

会社名  

コーディネーター 有・無 

住 所  

会社名  

 



５ 資金計画 

 (1)資金の全体計画                          単位：千円 

項   目 全 体 年度 年度 年度 備考 

支 

出 

調査設計計画費      

内 

訳 

事業計画作成費      

地盤調査費      

建築設計費      

その他      

土地整備費      

内 

訳 

既存建物除却費      

整地費      

補償費等      

その他      

工事費      

内 

訳 

共同施設整備費      

内 

訳 

立体的遊歩道・ 

人工地盤施設 
     

駐車場      

社会福祉施設      

公共用通路      

防災・防音・防震等      

空地等 

     

供給処理施設 

共用通行部分 

電気室・機械室 

集会所・管理事務所 

避難・防災設備等 

その他      

その他工事費      

事務費      

合   計      

収 

入 

補助金      

自己負担金      

借入金      

その他      

合   計      



 (2)補助対象事業費                          単位：千円 

  年度 全体 年度 年度 年度 

項目 

 補助対象

事業費 
補助金 

補助対象

事業費 
補助金 

補助対象

事業費 
補助金 

補助対象

事業費 
補助金 

①
調
査
設
計
計
画 

事業計画作成

費 

        

地盤調査費         

建築設計費         

小 計         

②
土
地
整
備 

既存建物除却

費 

        

整地費         

補償費等         

小 計         

③
共
同
施
設
整
備 

個
別
積
算 

立体的遊歩道・ 

人工地盤施設 

        

駐車場         

社会福祉施設         

公共用通路         

防災・防音・ 

防震等 
        

小 計         

包
括
積
算 

空地等         

供給処理施設         

共用通行部分         

電気室・ 

機械室 
        

集会所・ 

管理事務所 
        

避難・ 

防災設備等 
        

小 計         

①～③合 計         



様式第２号（第８条関係） 

第    号 

年  月  日 

 

住所 

申請者 名称 

代表者 

 

高岡市長       印 

 

 

高岡市優良建築物等整備事業計画承認(不承認)通知書 

 

 

年  月  日付けで提出のあった高岡市優良建築物等整備事業計画書については、

高岡市優良建築物等整備事業補助金交付要綱第８条の規定により、次のとおり承認(不承

認)と決定しましたので通知します。 

 

１ 補助対象事業の名称  高岡市優良建築物等整備事業 

(※ 不承認の理由) 

 



様式第３号（第８条関係） 

 

年  月  日 

 

高岡市長 あて 

住所 

申請者 名称 

代表者 

 

 

 

高岡市優良建築物等整備事業変更計画書 

 

 

年  月  日付け 第  号で承認を受けた高岡市優良建築物等整備事業計画

について、計画内容を変更したいので、高岡市優良建築物等整備事業補助金交付要綱第８

条の規定に基づき、下記の関係書類を提出します。 

 

記 

１  計画地概要 

２  土地利用調書 

３  建築物等整備計画 

４  権利関係調書（字図、土地建物の登記簿謄本添付） 

５  資金計画 

６  全体工程表 

７  計画図面（位置図1／25,000以上、区域図1／2,500以上、平面図、断面図、 

立面図等） 

８  現況写真 

９  事業地区内全地権者の当該事業に対する同意書等 

１０ 会則、会員名簿(民間会社は会社概要、定款)等 

１１ その他市長が必要と認めるもの 

 



様式第４号（第８条関係） 

第    号 

年  月  日 

 

住所 

申請者 名称 

代表者 

 

高岡市長       印 

 

 

高岡市優良建築物等整備事業変更計画承認(不承認)通知書 

 

 

年  月  日付けで提出のあった高岡市優良建築物等整備事業変更計画書につい

ては、高岡市優良建築物等整備事業補助金交付要綱第８条の規定により、次のとおり承認

(不承認)と決定しましたので通知します。 

 

１ 補助対象事業の名称  高岡市優良建築物等整備事業 

(※ 不承認の理由) 

 



様式第５号（第９条関係） 

年  月  日 

 

高岡市長 あて 

住所 

申請者 名称 

代表者 

 

 

（  ）年度高岡市優良建築物等整備事業補助金交付申請書 

 

 

高岡市優良建築物等整備事業補助金交付要綱第９条の規定により、関係書類を添えて次のとお

り申請します。 

 

１ 地域・地区の名称    高岡駅前東地区 

２ 補助事業の名称     高岡市優良建築物等整備事業 

３ 補助事業の目的及び内容  

４ 事業期間        年  月  日 ～   年  月  日 

５ 事業費         金        円 

６ 補助金交付申請額    金        円 

 

＊ 補助金申請額の内訳 

事業名 補助金申請額       (補助対象経費) 

１ 調査設計計画費 金        円  (金       円) 

２ 土地整備費 金        円  (金       円) 

３ 共同施設整備費 金        円  (金       円) 

総計 金        円  (金       円) 

 

７ 交付申請額の算出方法等 

（注1）交付申請額の算出等については、国申請要領に準じて別途作成すること。 

 

 

 

 

 

 

添付資料 

(1)承認を受けた事業計画の写し 

(2)委任状（複数で事業を行う場合は、この要綱に従って申請、届出、請求及び報告をするに当た

っての代表者を選び、この者が代表である旨の委任状を作成し、印鑑証明と併せて添付すること。） 

(3)補助対象経費算出根拠資料等（数量調書、積算内訳書等） 

(4)その他、補助事業執行のため必要となるもの 



様式第６号（第９条関係） 

第    号 

年  月  日 

 

住所 

申請者 名称 

代表者 

 

高岡市長        印 

 

（  ）年度高岡市優良建築物等整備事業補助金交付（不交付）決定通知書 

 

年  月  日付けで申請のあった高岡市優良建築物等整備事業について 

下記１ ～ ４により交付する   ことを決定したので通知します。 

下記５ の理由により交付しない 

 

１ 補助事業の内容 

年  月  日付け高岡市優良建築物等整備事業補助金交付申請書に記載のとおりとする。 

 

２ 補助事業に要する経費及び補助金交付決定額 

補助金交付決定額 金         円 

 

３ 経費の配分 

経費の配分その他この事業の遂行計画は、上記申請書記載のとおりとする。 

 

４ 交付条件 

別紙のとおりとする。 

 

５ 不交付決定の理由 



様式第７号（第10条関係） 

年  月  日 

 

高岡市長 あて 

住所 

補助事業者 名称 

代表者 

 

 

（  ）年度高岡市優良建築物等整備事業補助金交付決定変更申請書 

 

 

年  月  日付け 第  号で交付決定を受けた高岡市優良建築物等整備事業につい

て、交付決定内容を変更したいので、高岡市優良建築物等整備事業補助金交付要綱第10条の規定

により、関係書類を添えて次のとおり申請します。 

 

１ 地域・地区の名称    高岡駅前東地区 

２ 補助事業の名称     高岡市優良建築物等整備事業 

３ 補助事業の目的及び内容  

４ 事業期間        年  月  日 ～   年  月  日 

５ 事業費         金        円 

６ 補助金交付変更申請額  金        円 

 

＊ 補助金申請額の内訳 

事業名 補助金申請額       (補助対象経費) 

１ 調査設計計画費 金        円  (金       円) 

２ 土地整備費 金        円  (金       円) 

３ 共同施設整備費 金        円  (金       円) 

総計 金        円  (金       円) 

 

７ 交付申請額の算出方法等 

（注1）交付申請額の算出等については、国申請要領に準じて別途作成すること。 

※変更の理由 

 

 

 

 

添付資料 

(1)承認を受けた事業計画の写し 

(2)委任状（複数で事業を行う場合は、この要綱に従って申請、届出、請求及び報告をするに当た

っての代表者を選び、この者が代表である旨の委任状を作成し、印鑑証明と併せて添付すること。） 

(3)補助対象経費算出根拠資料等（数量調書、積算内訳書等） 

(4)その他、補助事業執行のため必要となるもの 



様式第８号（第10条関係） 

第    号 

年  月  日 

 

住所 

補助事業者 名称 

代表者 

 

高岡市長       印 

 

 

（  ）年度高岡市優良建築物等整備事業補助金交付決定変更承認（不承認）通知書 

 

年 月 日付け 第  号で交付決定した補助金について、高岡市優良建築物等整備事業

補助金交付要綱第10条の規定により、次のとおり変更を承認したので通知します。 

 

 

記 

 

１ 補助事業の名称      高岡市優良建築物等整備事業 

 

２ 既交付決定額       金         円 

 

３ 変更交付決定額      金         円  

（ ※ 不承認の理由） 



様式第９号（第11条関係） 

年  月  日 

 

高岡市長 あて 

住所 

補助事業者 名称 

代表者 

 

（  ）年度高岡市優良建築物等整備事業中止・廃止承認申請書 

 

年  月  日付け 第  号により補助金の交付決定を受けた標記の事業について、下

記のとおり当該事業を  全部を中止  したいので、関係書類を添えて申請します。 

一部廃止 

 

記 

１ 補助事業の実施場所 

地名地番 

住居表示 

 

 

２ 中止・廃止に係る事業の内容及び金額 

(1)中止・廃止に係る事業内容 

 

(2)上記に係る補助対象経費 

 

(3)上記に係る補助金既交付決定額 

 

 

３ 工程表 

 

 

４ 理由書 

 



様式第10号（第11条関係） 

第    号 

年  月  日 

 

住所 

補助事業者 名称 

代表者 

 

高岡市長       印 

 

（  ）年度高岡市優良建築物等整備事業中止・廃止承認（不承認）通知書 

 

 

年  月  日付け 第  号で交付決定した補助金について、高岡市優良建築物等整備

事業補助金交付要綱第11条の規定により、次のとおり申請を承認したので通知します。 

 

 

記 

 

１ 補助事業の名称 

 

２ 中止・廃止の理由 

（※ 不承認の理由） 



様式第11号（第12条関係） 

年  月  日 

 

高岡市長 あて 

住所 

補助事業者 名称 

代表者 

 

（  ）年度高岡市優良建築物等整備事業完了（又は中止・廃止）実績報告書 

 

年  月  日付け 第  号で補助金の交付決定を受けた標記事業が完了したので、関

係書類を添えて下記のとおり実績を報告します。 

 

記 

 

１ 補助事業の実施場所 

地名地番 

住居表示 

 

２ 補助事業の実施期間 

自    年  月  日 ～ 至    年   月   日 

 

３ 補助金の交付決定額及びその精算額 

 

区 分 補助対象事業費 補助率 補助金額 備 考 

交付決定額  
 

  

精算額    

 

４ 支払内訳 

５ 事業実施状況 

６ その他必要と認めるもの 

（注１）支払内訳および事業実施状況については、国申請要領に準じて別途作成すること。 

（注２）支払内訳については、請負業者の契約書の写し等を添付すること。



様式第12号（第13条関係） 

年  月  日 

 

高岡市長 あて 

住所 

補助事業者 名称 

代表者 

 

 

（  ）年度高岡市優良建築物等整備事業年度終了実績報告書 

 

年  月  日付け第  号により補助金の交付決定を受けた標記事業の（  ）年度に

おける実績について、高岡市優良建築物等整備事業補助金交付要綱第13条の規定により、関係書

類を添えて下記のとおり報告します。 

 

記 

１ 補助事業の実施場所 

地名地番 

住居表示 

２ 補助事業の実施期間 

自   年  月  日 ～ 至   年  月  日（完了予定） 

３ 補助金の交付決定額及び年度精算額 

 

区 分 補助対象事業費 補助率 補助金額 備 考 

交付決定額  
 

  

年度精算額    

翌年度繰越額     

４ 支払内訳 

５ 事業実施状況 

６ その他必要と認めるもの 

（注１） 支払内訳および事業実施状況については、国申請要領に準じて別途作成すること。 

（注２） 支払内訳については、請負業者の契約書の写し等を添付すること。 



様式第13号（第13条関係) 

年  月  日 

 

高岡市長 あて 

住所 

補助事業者 名称 

代表者 

 

（  ）年度高岡市優良建築物等整備事業完了期日延期報告書 

 

年  月  日付け 第  号で補助金の交付決定を受けた標記事業について、下記事由

により、同通知に付された完了期日には事業の完了が困難となったので報告します。 

 

記 

 

１ 補助事業の実施場所 

地名地番 

住居表示 

 

２ 交付決定通知に付された補助事業完了期日         年  月  日 

 

３ 当初の完了期日までの予定出来高                   ％ 

 

４ 現在の出来高                            ％ 

 

５ 変更すべき補助事業の完了予定日             年  月  日 

 

６ 延期の理由 

 

７ 参考資料 

(１) 写真等工事の進捗状況を示すもの 

(２) その他必要と認められるもの



様式第 14号（第 14条関係） 

第    号 

年  月  日 

 

補助事業者 住所 

      名称 

      代表者 

 

高岡市長       印 

 

 

（  ）年度高岡市優良建築物等整備事業補助金額確定通知書 

 

年  月  日付け 第  号で交付決定した（  ）年度高岡市優良建築物等整備事業

については、  年  月  日付け実績報告に基づき審査した結果、次のとおり補助金の額を

確定したので、高岡市優良建築物等整備事業補助金交付要綱第 14条の規定により通知します。 

 

 

１ 補助金の確定額        金            円 

 

２ 補助金の決定通知済額     金            円 

 

３ 補助金の既交付額       金            円 

 

４ 補助金の追加交付額      金            円 

（又は要返納額） 



高岡市では、新たに店舗等を開業される方に
支援制度を設けています

対象経費 区域の区分 補助率 限度額

改装費（出店者）

重点支援区域内

２分の１

１００万円

〃 区域外 ７５万円

改修費（店舗所有者）

重点支援区域内

２分の１

１００万円

〃 区域外 ７５万円

土地建物取得・建設費 ― ５分の１ ２００万円

令和５年４月１日現在

対象経費 補助率 限度額

改装費（出店者） ２分の１ ７５万円 （１００万円※）

改修費（店舗所有者） ２分の１ ７５万円 （１００万円※）

土地建物取得・建設費 ５分の１ ２００万円

～「高岡市賑わい集積開業等支援事業」のご案内～

③上記以外の商店街形成区域での出店に関する支援
高岡市内で空き店舗の賃借等により出店をされる方で、小売業、飲食サービス業等を経営する場合、対

象となります。

対象経費 区域の区分 補助率 限度額

改装費（出店者）

都市機能誘導区域内

２分の１

７５万円 （１００万円※）

〃 区域外 ２５万円

改修費（店舗所有者）

伏木エリアのみ
２分の１ １００万円

土地建物取得・建設費 ５分の１ ２００万円

①中心市街地での出店に関する支援
中心市街地における空き店舗の取得又は賃借、空き地の取得や店舗の建設等により出店される場合、
以下のいずれかに該当する方が対象となります。

(1)重点支援区域内または商店街形成区域において、小売業、飲食サービス業等を出店する方及び、その
店舗を所有する方

(2) オフィスや学習塾等を開業する方、及びその物件を所有する方
(3) 商店街形成区域において、10年以上営業している店舗を改修する方

支援内容は一部のみ紹介しています。区域の区分は裏面を参照ください。
補助を受けるには、改装等の工事着工前までに、認定申請が必要です。

※令和５年度より、伏木エリア内に限り、一時的に補助対象事業の追加及び補助限度額の引き上げを行います。

（伏木エリア・・・裏面②内の勝興寺エリア・吉久エリア又は③内「伏木」で示した範囲内にある商店街形成区域）

②観光地周辺区域での出店に関する支援
観光地周辺区域の空き店舗や空き家の取得又は賃借、空き地への店舗の建設等により小売業、飲食
サービス業を出店される方等が対象となります。

Administrator
テキストボックス



※詳細は高岡市公式ホームページでご覧いただけます。
上記QRコードを読み取るか、「高岡市開業支援」で検索

高岡市産業振興部商業雇用課
〒933-0029 高岡市御旅屋町101番地

御旅屋セリオ 5F
TEL:0766-20-1289  FAX:0766-20-1496 

末広開発㈱まちづくり事業部
〒933-0029 高岡市御旅屋町101番地

御旅屋セリオ 6F
TEL:0766-20-0555  FAX:0766-20-0666

①【中心市街地】 ③【上記以外の商店街形成区域の内、
都市機能誘導区域】

＜お問合せ先＞

（市HP）

②【観光地周辺区域】

瑞龍寺・八丁道・前田利長墓所

瑞龍寺

前田利長墓所

雨晴海岸高岡大仏

高岡大仏

瑞龍寺道

瑞龍寺

新高岡駅

山町筋・金屋町

金屋町

山町筋

勝興寺

勝興寺

吉久

金屋町

古城公園

瑞龍寺

前田利長墓所

山町筋

高岡駅

戸出 立野・東五位

福岡牧野

伏木 中田

福岡駅
福岡庁舎

能町方向
庄川

重点支援区域

Administrator
楕円

Administrator
テキストボックス
旧高岡駐車場



対象事業 対象経費 補助率 限度額

賃借面積が 改装費 1/2 200万円

　299㎡以下の場合 賃借料等 1/3×12箇月 1箇月につき10万円

賃借面積が

　300㎡以上999㎡以下の場合

賃借面積が

　1,000㎡以上の場合

改装費 1/2 200万円

賃借料等 1/3×12箇月 1箇月につき10万円

改装費 1/2 75万円

改装費 1/2 150万円

改装費 1/2 250万円

賃借料等 1/3×24箇月 1箇月につき15万円

改装費 1/2 500万円

賃借料等 1/3×24箇月 1箇月につき15万円

改装費 1/2 1,000万円

賃借料等 1/3×24箇月 1箇月につき20万円

改装費 1/2 100万円

賃借料等 2/3×12箇月 1箇月につき10万円

空き店舗及び併せて取得した土地の取得費、

空き店舗の改装又は改修費

空き店舗及び併せて取得した土地の取得費、

空き店舗の改装又は改修費

空き店舗及び併せて取得した土地の取得費、

空き店舗の改装又は改修費

200万円

100万円

賃借面積が

　299㎡以下の場合

賃借面積が

　300㎡以上999㎡以下の場合

賃借面積が

　1,000㎡以上の場合

1/5 200万円

100万円

75万円

75万円

第５条第４号に規定する事業
（10年以上継続して営業してい
る大型商業施設の改修）

大型商業施設の改修費 左記の総額の1/2
500万円以上
1,000万円以下

100万円

75万円

４　第５条第３号及び第４号に規定する事業については、計画認定を受け、店舗の改修を実施した後10年間は同一の補助金の計画認定を受けることはできない。

５　重点支援区域は別紙に定める区域及び区域の外周道路に面する区域とする。

1/2

250万円

500万円

1,000万円

既存店舗の改修費、什器等の大型備品のう
ち市長の認めるもの

既存店舗の改修費、什器等の大型備品のう
ち市長の認めるもの

既存店舗の改修費、什器等の大型備品のう
ち市長の認めるもの

10万円以上
75万円以下

重点支援区域以外の中心市街地の場合
既存店舗の改修後3箇月以内に既存店舗の営業の再
開が見込まれ、かつ、当該既存店舗を2年(生鮮３品
を販売する店舗は3年)以上営業すること。

都市機能誘導区域の場合

重点支援区域以外の中心市街地の場合

　300㎡以上999㎡以下の場合

10万円以上
75万円以下

　(3)　店舗は、午前11時から午後３時までのうち２時間以上営業し、かつ、１日６時間以上営業すること。

―
大型商業施設の改修後、当該大型商業施設を10年以
上営業すること。

第５条第５号に規定する事業
（アーケード撤去等の工事に伴
う一般店舗等の改装又は改修）

重点支援区域内の場合
改装費又は改修費 1/2

１　上記全ての場合に共通の交付要件

　(1)　一般店舗等（オフィスを除く。）は、公共の用に供する道路に面した１階店舗であること、又は地下若しくは２階以上の階で営業する店舗で、１階から当該店舗までの全ての階の店舗が一般店舗等で形成されていること。

　(2)　店舗は、１週間当たり４日以上営業すること。

10万円以上
100万円以下

大型商業施設内の場合
生鮮３品を販売する店舗

1/5

観光地対象業種を営む店舗 200万円

250万円

一般業種を営む店舗

重点支援区域以外の中心市街地の場合

第５条第３号に規定する事業
（既存店舗の改修）

中心市街地の場合

左記の総額の1/2

観光地周辺区域内の場合

重点支援区域内の場合

第５条第２号イに規定する事業
（空き地の取得又は賃借かつ当
該空き地への店舗の建設）

大型商業施設内の場合

オフィス
中心市街地の場合

大型商業施設内の場合

中心市街地の場合

６　新規創業者（初めて事業経営をする者）は、高岡商工会議所、高岡市商工会、ＴＡＳＵまたは中小企業診断士等に経営指導を受けること。

第５条第２号ウに規定する事業
（自己が所有する空き店舗の改
修）

重点支援区域内の場合

空き店舗の改修費 1/2

改装費

店舗の開業後、当該店舗を3年以上営業すること。
生鮮３品を販売する店舗

観光地対象業種を営む店舗

店舗の開業後、当該店舗を2年以上営業すること。

1/2

飲食サービス業以外

賃借面積が

　300㎡以上999㎡以下の場合

賃借面積が

別表（第６条関係）

区分 交付要件

第５条第１号に掲げる事業
（空き店舗の賃借又は一般店舗
等の入居を目的とし、第５条第
２号アからウまでに掲げる事業
を実施したテナントの賃借）

店舗の開業後、当該店舗を3年以上営業すること。

店舗の開業後、当該店舗を2年以上営業すること。

500万円

一般業種を営む店舗

店舗の開業後、当該店舗を3年以上営業すること。

改装費

取得・賃借面積が

500万円

２　第５条第１号に掲げる事業への改装費補助額には、各区分により定める限度額の範囲内において、次の額を加算することができる。

100万円

　(1)　備品を新たに整備する費用に各区分により定める補助率を乗じた額

　(2)　１年以上、常勤雇用者を雇用した場合、１人につき12万円

都市機能誘導区域内の場合

備考

空き店舗の改修後3箇月以内に店舗の営業又は入居
が見込まれ、かつ、当該店舗を2年(生鮮３品を販売
する店舗は3年）以上営業すること。

店舗の改装又は改修後、当該店舗を2年（生鮮３品
を販売する店舗は3年）以上営業すること。

100万円

25万円

空き地の取得後3箇月以内に店舗の建設工事の着手
が見込まれ、かつ、当該店舗を5年以上営業するこ
と。

３　第５条第１号に掲げる事業のうち、賃借面積が300㎡以上の飲食店業を営む店舗を大型商業施設内に開業する場合は、賃借料等は補助対象外として、改装費のみを対象経費とする。

大型商業施設内の場合
飲食サービス業

飲食サービス業以外

1/2

　1,000㎡以上の場合

空き地の取得費及び店舗の建設費

改装費

取得・賃借面積が

観光地周辺区域内の場合 1/5

観光地周辺区域内の場合

賃借面積が

　299㎡以下の場合

重点支援区域内の場合

まちなか居住支援区域内の場合

1/2

第５条第２号アに規定する事業
（空き店舗の取得）

200万円

1,000万円

取得・賃借面積が

　299㎡以下の場合

1/2

改装費

改装費

75万円

200万円

1/2重点支援区域以外の中心市街地の場合

都市機能誘導区域内の場合

その他の地域の場合

都市機能誘導区域内の場合

まちなか居住支援区域内の場合

観光地周辺区域内の場合

大型商業施設内の場合

飲食サービス業

改装費

空き店舗の取得後3箇月以内に店舗の営業又は入居
が見込まれ、かつ、当該店舗を5年以上営業するこ
と。

左記の総額の1/5

75万円

1/2

1/2

オフィス

　1,000㎡以上の場合

店舗の開業後、当該店舗を2年以上営業すること。

店舗の開業後、当該店舗を5年以上営業すること。

1,000万円



補助率 限度額 補助率 限度額

賃借面積が 改装費 1/2 200万円 - -

　299㎡以下の場合 賃借料等 1/3×12箇月 1箇月につき10万円 - -

賃借面積が

　300㎡以上999㎡以下の場合

賃借面積が

　1,000㎡以上の場合

改装費 1/2 200万円 - -

賃借料等 1/3×12箇月 1箇月につき10万円 - -

改装費 1/2 150万円 - -

改装費 1/2 250万円 - -

賃借料等 1/3×24箇月 1箇月につき15万円 - -

改装費 1/2 500万円 - -

賃借料等 1/3×24箇月 1箇月につき15万円 - -

改装費 1/2 1,000万円 - -

賃借料等 1/3×24箇月 1箇月につき20万円 - -

賃借料等 2/3×12箇月 1箇月につき10万円 - -

賃借面積が

　299㎡以下の場合

賃借面積が

　300㎡以上999㎡以下の場合

賃借面積が

　1,000㎡以上の場合

1/5 200万円 - -

1/5 - -

100万円 -

75万円 -

勝興寺、吉久 100万円 -

上記以外の区域 75万円 -

100万円 -

第５条第４号に規定する事業
（10年以上継続して営業してい
る大型商業施設の改修）

大型商業施設の改修費 左記の総額の1/2
500万円以上
1,000万円以下

- -

100万円 -

75万円 -

既存店舗の改修費、什器等の大型備品のう
ち市長の認めるもの

既存店舗の改修費、什器等の大型備品のう
ち市長の認めるもの

既存店舗の改修費、什器等の大型備品のう
ち市長の認めるもの

既存店舗の改修費、什器等の大型備品のう
ち市長の認めるもの

観光地対象業種を営む店舗

上記以外の区域

伏木

上記以外の区域

中心市街地の場合

伏木

観光地周辺区域内の場合

一般業種を営む店舗

1/5（市外からの転入者
の場合は1/3）

勝興寺、吉久

左記の総額の1/5（市外
からの転入者の場合は
1/3）

左記の総額の1/5上記以外の区域

200万円（市外からの転
入者の場合は300万円）

100万円（市外からの転
入者の場合は300万円）

-

500万円

空き地の取得費及び店舗の建設費

300万円（市外からの転
入者の場合は400万円）

300万円（市外からの転
入者の場合は400万円）

300万円（市外からの転
入者の場合は400万円）

左記の総額の1/3

-

中心市街地の場合

左記の総額の1/5

左記の総額の1/5（市外
からの転入者の場合は
1/3）

左記の総額の1/5（市外
からの転入者の場合は
1/3）

左記の総額の1/5

200万円（市外からの転
入者の場合は300万円）

200万円（市外からの転
入者の場合は300万円）

100万円（市外からの転
入者の場合は300万円）

左記の総額の2/5

100万円

重点支援区域以外の中心市街地の場合

伏木

上記以外の区域

その他の地域の場合

都市機能誘導区域内の場合

空き店舗及び併せて取得した土地の取得
費、空き店舗の改装又は改修費

勝興寺、吉久

　299㎡以下の場合

大型商業施設内の場合

飲食サービス業

７　市外からの転入者とは、令和６年１月１日以降に市外から本市に転入した者をいう。

100万円（市外からの転
入者の場合は200万円）

75万円（市外からの転
入者の場合は200万円）

200万円（市外からの転
入者の場合は300万円）

75万円（市外からの転
入者の場合は200万円）

25万円（市外からの転
入者の場合は200万円）

200万円（市外からの転
入者の場合は300万円）

75万円（市外からの転
入者の場合は200万円）

1/2

重点支援区域内の場合

100万円（市外からの転
入の場合は200万円）

300万円（市外からの転
入者の場合は400万円）

　(1)　備品を新たに整備する費用に各区分により定める補助率を乗じた額

　(2)　１年以上、常勤雇用者を雇用した場合、１人につき12万円

３　第５条第１号に掲げる事業のうち、賃借面積が300㎡以上の飲食店業を営む店舗を大型商業施設内に開業する場合は、賃借料等は補助対象外として、改装費のみを対象経費とする。

　(3)　店舗は、午前11時から午後３時までのうち２時間以上営業し、かつ、１日６時間以上営業すること。

２　第５条第１号に掲げる事業への改装費補助額には、各区分により定める限度額の範囲内において、次の額を加算することができる。

既存店舗の改修後3箇月以内に既存店舗の営業の再
開が見込まれ、かつ、当該既存店舗を2年(生鮮３品
を販売する店舗は3年)以上営業すること。

重点支援区域以外の中心市街地の場合

―
大型商業施設の改修後、当該大型商業施設を10年以
上営業すること。

第５条第５号に規定する事業
（アーケード撤去等の工事に伴
う一般店舗等の改装又は改修）

重点支援区域内の場合

６　新規創業者（初めて事業経営をする者）は、高岡商工会議所、高岡市商工会、ＴＡＳＵまたは中小企業診断士等に経営指導を受けること。

備考

１　上記全ての場合に共通の交付要件

　(1)　一般店舗等（オフィスを除く。）は、公共の用に供する道路に面した１階店舗であること、又は地下若しくは２階以上の階で営業する店舗で、１階から当該店舗までの全ての階の店舗が一般店舗等で形成されていること。
　(2)　店舗は、１週間当たり４日以上営業すること。

附則第４項に規定する事業
（賃借している店舗の取得）

中心市街地の場合

-

観光地周辺区域（勝興寺、吉久のみ）の場合

５　重点支援区域は別紙に定める区域及び区域の外周道路に面する区域とする。

-

第５条第３号に規定する事業
（既存店舗の改修）

左記の総額の1/2

10万円以上
100万円以下

-

-

４　第５条第３号及び第４号に規定する事業については、計画認定を受け、店舗の改修を実施した後10年間は同一の補助金の計画認定を受けることはできない。

空き店舗の改修後3箇月以内に店舗の営業又は入居
が見込まれ、かつ、当該店舗を2年(生鮮３品を販売
する店舗は3年）以上営業すること。

重点支援区域以外の中心市街地の場合

観光地周辺区域内の場合

都市機能誘導区域（伏木のみ）の場合

改装費又は改修費 1/2 -
店舗の改装又は改修後、当該店舗を2年（生鮮３品
を販売する店舗は3年）以上営業すること。重点支援区域以外の中心市街地の場合

重点支援区域内の場合

10万円以上
75万円以下

-

都市機能誘導区域の場合
10万円以上
75万円以下

第５条第２号ウに規定する事業
（自己が所有する空き店舗の改
修）

重点支援区域内の場合

空き店舗の改修費 1/2 -

10万円以上
75万円以下

第５条第２号イに規定する事業
（空き地の取得又は賃借かつ当
該空き地への店舗の建設）

-

取得・賃借面積が

1/5上記以外の区域

取得・賃借面積が
500万円

まちなか居住支援区域内の場合

取得・賃借面積が

1/2
　300㎡以上999㎡以下の場合

200万円 1/3
200万円（市外からの転
入者の場合は300万円）

オフィス 1/5

1,000万円 -

大型商業施設内の場合

250万円

　1,000㎡以上の場合

-
　299㎡以下の場合

-

1,000万円 -

300万円 2/5

200万円
1/3

200万円（市外からの転
入者の場合は300万円）

1/3

空き地の取得後3箇月以内に店舗の建設工事の着手
が見込まれ、かつ、当該店舗を5年以上営業するこ
と。

都市機能誘導区域内の場合

300万円 2/5

100万円 1/3

-

1/5 200万円

大型商業施設内の場合
飲食サービス業 1/2

250万円

飲食サービス業以外

生鮮３品を販売する店舗

左記の総額の1/3

空き店舗の取得後3箇月以内に店舗の営業又は入居
が見込まれ、かつ、当該店舗を5年以上営業するこ
と。

観光地周辺区域内の場合

300万円 左記の総額の2/5

200万円 左記の総額の1/3
空き店舗及び併せて取得した土地の取得
費、空き店舗の改装又は改修費

空き店舗及び併せて取得した土地の取得
費、空き店舗の改装又は改修費

空き店舗及び併せて取得した土地の取得
費、空き店舗の改装又は改修費

大型商業施設内の場合

中心市街地の場合

第５条第２号アに規定する事業
（空き店舗の取得）

左記の総額の1/5 200万円

都市機能誘導区域内の場合

300万円

空き店舗及び併せて取得した土地の取得
費、空き店舗の改装又は改修費

オフィス

第５条第１号に掲げる事業
（空き店舗の賃借又は一般店舗
等の入居を目的とし、第５条第
２号アからウまでに掲げる事業
を実施したテナントの賃借）

賃借面積が

　300㎡以上999㎡以下の場合

賃借面積が
店舗の開業後、当該店舗を5年以上営業すること。

　1,000㎡以上の場合

改装費 1/2 100万円 2/3
店舗の開業後、当該店舗を2年以上営業すること。

店舗の開業後、当該店舗を2年以上営業すること。

75万円 2/3

生鮮３品を販売する店舗

まちなか居住支援区域内の場合 店舗の開業後、当該店舗を3年以上営業すること。

大型商業施設内の場合

賃借面積が

店舗の開業後、当該店舗を3年以上営業すること。

-

飲食サービス業以外

観光地対象業種を営む店舗 観光地周辺区域内の場合 改装費

200万円 3/4

上記以外の区域 1/2

一般業種を営む店舗

店舗の開業後、当該店舗を3年以上営業すること。

改装費 1/2 500万円 - -

改装費 1/2 1,000万円 -

75万円 2/3

改装費 1/2 25万円 2/3

改装費

1/2（市外からの転入者
の場合は2/3）

店舗の開業後、当該店舗を2年以上営業すること。

改装費 1/2 75万円 2/3

改装費 1/2 100万円

200万円 3/4

1/2（市外からの転入者
の場合は2/3）

勝興寺、吉久

別表２（第６条関係）

対象事業 区分 対象経費
通常 令和６年能登半島地震により被災した場合

交付要件

2/3

店舗の取得後、当該店舗を5年以上営業すること。

300万円（市外からの転
入者の場合は400万円）

左記の総額の1/3
200万円（市外からの転
入者の場合は300万円）

300万円（市外からの転
入者の場合は400万円）

左記の総額の2/5

左記の総額の1/3

左記の総額の1/3
100万円（市外からの転
入者の場合は300万円）

- -

賃借により営業している店舗及び併せて取
得した土地の取得費、店舗の改装又は改修
費

- -
200万円（市外からの転
入者の場合は300万円）

観光地周辺区域内の場合

勝興寺、吉久
賃借により営業している店舗及び併せて取
得した土地の取得費、店舗の改装又は改修
費

左記の総額の1/5（市外
からの転入者の場合は
1/3）

300万円

都市機能誘導区域内の場合

伏木
賃借により営業している店舗及び併せて取
得した土地の取得費、店舗の改装又は改修
費

上記以外の区域
賃借により営業している店舗及び併せて取
得した土地の取得費、店舗の改装又は改修
費

左記の総額の1/5（市外
からの転入者の場合は
1/3）

300万円 左記の総額の2/5

上記以外の区域
賃借により営業している店舗及び併せて取
得した土地の取得費、店舗の改装又は改修
費

- -



補助率 限度額 補助率 限度額

常勤従業員数

　４人以上６人以下

常勤従業員数

　７人以上９人以下

常勤従業員数

　10人以上

賃借面積が 1/2 200万円 - -

　299㎡以下の場合 1/3×12箇月 1箇月につき10万円 - -

賃借面積が

　300㎡以上999㎡以下の場合

賃借面積が

　1,000㎡以上の場合

1/2 200万円 - -

1/3×12箇月 1箇月につき10万円 - -

1/2 150万円 - -

1/2 250万円 - -

1/3×24箇月 1箇月につき15万円 - -

1/2 500万円 - -

1/3×24箇月 1箇月につき15万円 - -

1/2 1,000万円 - -

1/3×24箇月 1箇月につき20万円 - -

2/3×12箇月 1箇月につき10万円 - -

賃借面積が

　299㎡以下の場合

賃借面積が

　300㎡以上999㎡以下の場合

賃借面積が

　1,000㎡以上の場合

1/5 200万円 - -

1/5 - -

対象面積が249㎡以下の場合又は
対象面積が250㎡以上で常勤従業
員数が３人以下の場合

100万円 - -

対象面積が250㎡以上で常勤従業
員数が４人以上の場合

1,000万円 - -

100万円 - -

75万円 - -

勝興寺、吉久 100万円 - -

上記以外の区域 75万円 - -

100万円 - -

第５条第４号に規定する事業
（10年以上継続して営業している
大型商業施設の改修）

左記の総額の1/2
500万円以上
1,000万円以下

- -

100万円 -

75万円 -

-

- -

- -

2/3 1,000万円

-

賃借料等

1/2×24箇月

1/2×24箇月

1/2×24箇月

1箇月につき30万円

1箇月につき40万円

1箇月につき50万円
(24箇月で最大1,000万

円まで)

小売業・飲食サービス業以外

小売業・飲食サービス
業

賃借面積が249㎡以下の場合又は
賃借面積が250㎡以上で常勤従業
員数が３人以下の場合

賃借面積が250㎡以上で常勤従業
員数が４人以上の場合

改装費

８　常勤従業員数について、アルバイト等の非正規従業者は常勤換算して算定する。

重点支援区域内の場合
小売業・飲食サービス業

小売業・飲食サービス業以外

既存店舗の改修費、什器等の大型備品のう
ち市長の認めるもの

改装費又は改修費

賃借により営業している店舗及び併せて取
得した土地の取得費、店舗の改装又は改修
費

賃借により営業している店舗及び併せて取
得した土地の取得費、店舗の改装又は改修
費

空き店舗及び併せて取得した土地の取得
費、空き店舗の改装又は改修費

空き店舗及び併せて取得した土地の取得
費、空き店舗の改装又は改修費

空き地の取得費及び店舗の建設費

空き店舗の改修費

既存店舗の改修費、什器等の大型備品のう
ち市長の認めるもの

賃借料等

改装費

賃借料等

空き店舗及び併せて取得した土地の取得
費、空き店舗の改装又は改修費

空き店舗及び併せて取得した土地の取得
費、空き店舗の改装又は改修費

空き店舗及び併せて取得した土地の取得
費、空き店舗の改装又は改修費

改装費

改装費

改装費

賃借料等

改装費

賃借料等

改装費

賃借料等

改装費

改装費

改装費

賃借料等

観光地周辺区域内の場合

一般業種を営む店舗

大型商業施設内の場合
飲食サービス業

対象経費

改装費

改装費

改装費

改装費

改装費

100万円（市外からの転
入者の場合は300万円）

-

500万円 -

観光地対象業種を営む店舗

上記以外の区域

伏木

上記以外の区域

中心市街地の場合

伏木

左記の総額の1/3

-

中心市街地の場合

左記の総額の1/5

左記の総額の1/5（市外
からの転入者の場合は
1/3）

左記の総額の1/5（市外
からの転入者の場合は
1/3）

左記の総額の1/5

1/5（市外からの転入者
の場合は1/3）

勝興寺、吉久

左記の総額の1/5（市外
からの転入者の場合は
1/3）

100万円（市外からの転
入者の場合は300万円）

左記の総額の2/5

100万円

重点支援区域以外の中心市街地の場合

伏木

上記以外の区域

その他の地域の場合

都市機能誘導区域内の場合

300万円（市外からの転
入者の場合は400万円）

300万円（市外からの転
入者の場合は400万円）

大型商業施設内の場合

飲食サービス業

７　市外からの転入者とは、令和６年１月１日以降に市外から本市に転入した者をいう。

100万円（市外からの転
入者の場合は200万円）

75万円（市外からの転
入者の場合は200万円）

200万円（市外からの転
入者の場合は300万円）

75万円（市外からの転
入者の場合は200万円）

25万円（市外からの転
入者の場合は200万円）

200万円（市外からの転
入者の場合は300万円）

200万円（市外からの転
入者の場合は300万円）

200万円（市外からの転
入者の場合は300万円）

75万円（市外からの転
入者の場合は200万円）

1/2

100万円（市外からの転
入の場合は200万円）

300万円（市外からの転
入者の場合は400万円）

　(1)　備品を新たに整備する費用に各区分により定める補助率を乗じた額

-

観光地周辺区域（勝興寺、吉久のみ）の場合

-

第５条第３号に規定する事業
（既存店舗の改修）

２　第５条第１号に掲げる事業への改装費補助額には、各区分により定める限度額の範囲内において、次の額を加算することができる。

既存店舗の改修後3箇月以内に既存店舗の営業の再開
が見込まれ、かつ、当該既存店舗を2年(生鮮３品を
販売する店舗は3年)以上営業すること。

重点支援区域以外の中心市街地の場合

―
大型商業施設の改修後、当該大型商業施設を10年以
上営業すること。

第５条第５号に規定する事業
（アーケード撤去等の工事に伴う
一般店舗等の改装又は改修）

重点支援区域内の場合

既存店舗の改修費、什器等の大型備品のう
ち市長の認めるもの

既存店舗の改修費、什器等の大型備品のう
ち市長の認めるもの

大型商業施設の改修費

６　新規創業者（初めて事業経営をする者）は、高岡商工会議所、高岡市商工会、ＴＡＳＵまたは中小企業診断士等に経営指導を受けること。

備考

１　上記全ての場合に共通の交付要件

　(1)　一般店舗等（オフィスを除く。）は、公共の用に供する道路に面した１階店舗であること、又は地下若しくは２階以上の階で営業する店舗で、１階から当該店舗までの全ての階の店舗が一般店舗等で形成されていること。
　(2)　店舗は、１週間当たり４日以上営業すること。

附則第４項に規定する事業
（賃借している店舗の取得）

中心市街地の場合

５　重点支援区域は別紙に定める区域及び区域の外周道路に面する区域とする。

店舗の取得後、当該店舗を5年以上営業すること。

300万円（市外からの転
入者の場合は400万円）

-

-

４　第５条第３号及び第４号に規定する事業については、計画認定を受け、店舗の改修を実施した後10年間は同一の補助金の計画認定を受けることはできない。

重点支援区域以外の中心市街地の場合

観光地周辺区域内の場合

都市機能誘導区域（伏木のみ）の場合

1/2

　(2)　１年以上、常勤雇用者を雇用した場合、１人につき12万円

３　第５条第１号に掲げる事業のうち、賃借面積が300㎡以上の飲食店業を営む店舗を大型商業施設内に開業する場合は、賃借料等は補助対象外として、改装費のみを対象経費とする。

　(3)　店舗は、午前11時から午後３時までのうち２時間以上営業し、かつ、１日６時間以上営業すること。

-
店舗の改装又は改修後、当該店舗を2年（生鮮３品を
販売する店舗は3年）以上営業すること。重点支援区域以外の中心市街地の場合

重点支援区域内の場合

10万円以上
75万円以下

-

都市機能誘導区域の場合
10万円以上
75万円以下

左記の総額の1/2

10万円以上
100万円以下

第５条第２号ウに規定する事業
（自己が所有する空き店舗の改
修）

1/2

10万円以上
75万円以下

第５条第２号イに規定する事業
（空き地の取得又は賃借かつ当該
空き地への店舗の建設）

-

取得・賃借面積が

1/5上記以外の区域

取得・賃借面積が
500万円

まちなか居住支援区域内の場合

取得・賃借面積が

1/2
　300㎡以上999㎡以下の場合

200万円 1/3
200万円（市外からの転
入者の場合は300万円）

オフィス 1/5

1,000万円 -

大型商業施設内の場合

250万円

　1,000㎡以上の場合

-
　299㎡以下の場合

200万円

1,000万円 -

300万円 2/5

200万円
1/3

200万円（市外からの転
入者の場合は300万円）

300万円（市外からの転
入者の場合は400万円）

200万円（市外からの転
入者の場合は300万円）

都市機能誘導区域内の場合

300万円 2/5

100万円 1/3

-

左記の総額の1/5上記以外の区域

飲食サービス業以外

生鮮３品を販売する店舗

左記の総額の1/3

空き店舗の取得後3箇月以内に店舗の営業又は入居が
見込まれ、かつ、当該店舗を5年以上営業すること。

観光地周辺区域内の場合

300万円 左記の総額の2/5

200万円

1/3

空き地の取得後3箇月以内に店舗の建設工事の着手が
見込まれ、かつ、当該店舗を5年以上営業すること。

大型商業施設内の場合

中心市街地の場合

第５条第２号アに規定する事業
（空き店舗の取得）

左記の総額の1/5 200万円

都市機能誘導区域内の場合

300万円

オフィス

第５条第１号に掲げる事業
（空き店舗の賃借又は一般店舗等
の入居を目的とし、第５条第２号
アからウまでに掲げる事業を実施
したテナントの賃借）

勝興寺、吉久

　300㎡以上999㎡以下の場合

賃借面積が
店舗の開業後、当該店舗を5年以上営業すること。

　1,000㎡以上の場合

1/2 100万円 2/3

店舗の開業後、当該店舗を3年以上営業すること。
　299㎡以下の場合

改装費

店舗の開業後、当該店舗を2年以上営業すること。

店舗の開業後、当該店舗を2年以上営業すること。

75万円 2/3

生鮮３品を販売する店舗

まちなか居住支援区域内の場合 店舗の開業後、当該店舗を3年以上営業すること。

大型商業施設内の場合

賃借面積が

賃借面積が

飲食サービス業以外

観光地対象業種を営む店舗 観光地周辺区域内の場合

200万円 3/4

上記以外の区域 1/2

一般業種を営む店舗

1/2

重点支援区域内の場合

店舗の開業後、当該店舗を3年以上営業すること。

1/2 500万円 - -

1/2 1,000万円 - -

75万円 2/3

1/2 25万円 2/3

1/2（市外からの転入者
の場合は2/3）

75万円 2/3

1/2 100万円

200万円 3/4

100万円 2/3

1/2 1,000万円

勝興寺、吉久

別表３（第６条関係）

対象事業 区分
通常 令和６年能登半島地震により被災した場合

交付要件

2/3

100万円（市外からの転
入者の場合は200万円）

1/2

左記の総額の2/5

左記の総額の1/3

左記の総額の1/3
100万円（市外からの転
入者の場合は300万円）

左記の総額の2/5

1/2（市外からの転入者
の場合は2/3）

左記の総額の1/3

1/2

250万円

1/5

都市機能誘導区域内の場合

伏木

上記以外の区域

左記の総額の1/5（市外
からの転入者の場合は
1/3）

300万円

上記以外の区域

- -
賃借により営業している店舗及び併せて取
得した土地の取得費、店舗の改装又は改修
費

店舗の開業後、当該店舗を2年以上営業すること。

店舗の開業後、当該店舗を2年以上営業すること。

店舗の開業後、当該店舗を5年以上営業すること。

空き店舗の改修後3箇月以内に店舗の営業又は入居が
見込まれ、かつ、当該店舗を2年(生鮮３品を販売す
る店舗は3年）以上営業すること。

観光地周辺区域内の場合

勝興寺、吉久
左記の総額の1/5（市外
からの転入者の場合は
1/3）

300万円

- -

空き店舗の改修後3箇月以内に店舗の営業又は入居が
見込まれ、かつ、当該店舗を2年(生鮮３品を販売す
る店舗は3年）以上営業すること。

空き店舗の改修後3箇月以内に店舗の営業又は入居が
見込まれ、かつ、当該店舗を5年以上営業すること。

- -

賃借により営業している店舗及び併せて取
得した土地の取得費、店舗の改装又は改修
費

賃借により営業している店舗及び併せて取
得した土地の取得費、店舗の改装又は改修
費

200万円（市外からの転
入者の場合は300万円）

左記の総額の1/3
200万円（市外からの転
入者の場合は300万円）

300万円（市外からの転
入者の場合は400万円）


